
有
限
会
社
森

繁
商
事

名

称

第

千

八

百

五

十

六

号

平
成
十
九
年
六
月
二
十
六
日

小

森

千

憲

代
表
者
氏
名

岐
阜
市
福
富
天
神
前
七
五
番
地

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の

所
在
地

平
成
一
九
・

五
・
三
一

取

消

年

月

日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し

(

税

務

課)

四
九
一
ペ
ー
ジ

○
水
防
計
画
の
変
更

(

河

川

課)

四
九
一

○
水
防
法
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
水
防
警
報
を
す
る
河
川
区
域

(

同

)

四
九
三

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
の
指
定

(

選
挙
管
理
委
員
会)

四
九
四

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
関
す
る
件

(
商
業
流
通
課)

四
九
四

○
中
津
川
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

(
都
市
政
策
課)

四
九
五

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号

地
方
税
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号)

第
七
百
条
の
六
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
号

水
防
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
水
防
計
画
を
変
更

し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

用
語
の
変
更

通
報
水
位
を
水
防
団
待
機
水
位(

通
報
水
位)

に
改
め
る
。

警
戒
水
位
を
は
ん
濫
注
意
水
位(

警
戒
水
位)

に
改
め
る
。

特
別
警
戒
水
位
を
避
難
判
断
水
位(

特
別
警
戒
水
位)

に
改
め
る
。
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岐
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(

火
曜
日

金
曜
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発
行

(

休
日
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た
る

と
き
は
翌
日)

平
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十
九
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六
月
二
十
六
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長
良
川

津
保
川

杭
瀬
川

泥
川

河
川
名

郡
上
市
美
並
町
下
田
橋
か
ら
美
濃
市
板
取
川
合
流
点
ま

郡
上
市
亀
尾
島
川
合
流
点
か
ら
同
市
美
並
町
下
田
橋
ま

で 郡
上
市
吉
田
川
合
流
点
か
ら
亀
尾
島
川
合
流
点
ま
で

関
市
神
野(

旧
武
儀
町
境)

か
ら
同
市
肥
田
瀬
富
津
橋

ま
で

大
垣
市
柳
原
橋(

市
境)

か
ら
同
市
久
瀬
川
町
塩
田
橋

ま
で

池
田
町
中
川
合
流
点
か
ら
大
垣
市
柳
原
橋(

市
境)

ま

で 垂
井
町
泥
川
上
橋
か
ら
相
川
合
流
点
ま
で

区

間

上
田

新
美
並

橋 稲
成

下
之
保

塩
田
橋

市
橋

室
原
新

橋 水

位

観
測
所

六
・
〇
〇

四
・
六
〇

三
・
六
〇

三
・
三
〇

五
・
六
〇

一
・
九
五

六
・
七
〇

避
難
判
断
水
位

(

メ
ー
ト
ル)

長
良
川
避
難
判
断
水
位(

特
別

警
戒
水
位
到
達)

到
達

(

観
測
地
点

郡
上
市
八
幡
町

稲
成)

長
良
川
避
難
判
断
水
位(

特
別

警
戒
水
位
到
達)

到
達

(
観
測
地
点

郡
上
市
美
並
町

三
戸)

長
良
川
避
難
判
断
水
位(

特
別

警
戒
水
位)

到
達

(

観
測
地
点

郡
上
市
美
並
町

大
原)

津
保
川
避
難
判
断
水
位(

特
別

警
戒
水
位)

到
達

(

観
測
地
点

関
市
下
之
保
正

洞) 杭
瀬
川
避
難
判
断
水
位(

特
別

警
戒
水
位)

到
達

(

観
測
地
点

池
田
町
市
橋)

杭
瀬
川
避
難
判
断
水
位(

特
別

警
戒
水
位)

到
達

(

観
測
地
点

大
垣
市
静
里
町

川
足)

泥
川
避
難
判
断
水
位(

特
別
警

戒
水
位)

到
達

(

観
測
地
点

養
老
町
室
原
字

新
宮)

種

類

で

郡
上
土
木
事
務
所
長

郡
上
土
木
事
務
所
長

美
濃
土
木
事
務
所
長

郡
上
土
木
事
務
所
長

美
濃
土
木
事
務
所
長

揖
斐
土
木
事
務
所
長

大
垣
土
木
事
務
所
長

大
垣
土
木
事
務
所
長

発

表

者

郡
上
市

水
防
隊
本
部(

河
川
課)

郡
上
市

水
防
隊
本
部(

河
川
課)

美
濃
市
、
郡
上
市

水
防
隊
本
部(

河
川
課)

関
市

水
防
隊
本
部(

河
川
課)

大
垣
輪
中
水
防
事
務
組
合
、
池
田

町
、
神
戸
町

水
防
隊
本
部(

河
川
課)

大
垣
輪
中
水
防
事
務
組
合

水
防
隊
本
部(

河
川
課)

大
垣
輪
中
水
防
事
務
組
合
、
養
老

町
、
垂
井
町

水
防
隊
本
部(

河
川
課)

受

報

者

国
土
交
通
大
臣
が
発
表
す
る
特
別
警
戒
水
位
を
国
土
交
通
大
臣
が
発
表
す
る
は
ん
濫
警
戒(

避
難

判
断
水
位
到
達)

情
報
に
改
め
る
。

知
事
が
発
表
す
る
特
別
警
戒
水
位
を
知
事
が
発
表
す
る
は
ん
濫
警
戒(

避
難
判
断
水
位
到
達)

情

報
に
改
め
る
。

水
位
情
報
周
知
河
川
を
水
位(

情
報)

周
知
河
川
に
改
め
る
。

二

洪
水
予
報
に
関
す
る
変
更

洪
水
予
報
の
内
容
、
種
類
、
基
準
、
伝
達
系
統
及
び
発
表
受
報
様
式
を
改
め
る
。

国
土
交
通
大
臣
と
気
象
庁
長
官
が
発
表
す
る
洪
水
予
報
発
令
基
準
水
位
と
し
て
避
難
判
断
水
位

(

特
別
警
戒
水
位)

を
追
加
す
る
。

三

国
管
理
区
間
の
重
要
水
防
箇
所
評
定
基
準
の
変
更

漏
水
の
う
ち
重
要
度
Ｂ
の
基
準
を
改
め
る
。

四

鳥
羽
川
の
避
難
判
断
水
位(

特
別
警
戒
水
位)
の
水
位
観
測
所
及
び
避
難
判
断
水
位(

特
別
警
戒

水
位)

の
変
更

高
富
観
測
所
を
東
深
瀬
観
測
所
と
し
、
避
難
判
断
水
位(
特
別
警
戒
水
位)

を
三
・
四
〇
ｍ
か
ら

三
・
二
〇
ｍ
に
改
め
る
。

五

避
難
判
断
水
位(

特
別
警
戒
水
位)

の
指
定
の
追
加

六

避
難
判
断
水
位
到
達
時
の
情
報
伝
達
経
路
の
設
定
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木
曾
川

神
通
川

水

系

武
儀
川

津
保
川

鳥
羽
川

伊
自
良
川

長
良
川

木
曾
川

高
原
川

宮
川 河

川

左
岸

右
岸

左
岸

右
岸

左
岸

右
岸

左
岸

右
岸

左
岸

右
岸

左
岸

右
岸

左
岸

右
岸

左
岸

右
岸

左
岸

右
岸

右
岸

左
岸

左
岸

右
岸

左
岸

右
岸

左
右

岸

山
県
市
西
武
芸
橋
か
ら
長
良
川
合
流
点
ま
で

関
市
肥
田
瀬
富
津
橋
か
ら
長
良
川
合
流
点
ま
で

関
市
神
野(

旧
武
儀
町
境)

か
ら
同
市
肥
田
瀬

富
津
橋
ま
で

山
県
市
十
王
橋
か
ら
伊
自
良
川
合
流
点
ま
で

山
県
市
大
岡
橋
か
ら
岐
阜
市
繰
舟
橋
ま
で

美
濃
市
板
取
川
合
流
点
か
ら
岐
阜
市
日
野
舟
伏

ま
で

郡
上
市
美
並
町
下
田
橋
か
ら
美
濃
市
板
取
川
合

流
点
ま
で

郡
上
市
亀
尾
島
川
合
流
点
か
ら
同
市
美
並
町
下

田
橋
ま
で

郡
上
市
吉
田
川
合
流
点
か
ら
亀
尾
島
川
合
流
点

ま
で

中
津
川
市
坂
下
字
上
鐘
か
ら
山
の
田
川
合
流
点

ま
で

中
津
川
市
山
口
字
賤
母
の
長
野
県
境
か
ら
山
の

田
川
合
流
点
ま
で

飛�
市
神
岡
町
北
陸
電
力
東
町
発
電
所
浅
井
田

え
ん
堤
か
ら
同
市
鹿
間
橋
ま
で

高
山
市
千
島
え
ん
堤
か
ら
飛�
市
古
川
町
殿
川

合
流
点
ま
で

区

域

一
〇
・
三

一
一
・
二

一
一
・
五

六
・
二

一
一
・
五

一
九
・
八

一
四
・
八

一
三
・
一

四
・
九

一
四
・
〇

一
六
・
五

八
・
三

二
〇
・
五

延
長(

キ
ロ

メ
ー
ト
ル)

七

水
防
警
報
河
川
の
水
位
等
の
変
更

鳥
羽
川
の
水
防
団
待
機
水
位(

通
報
水
位)

を
一
・
九
〇
ｍ
と
し
、
は
ん
濫
注
意
水
位(

警
戒
水

位)
を
二
・
八
〇
ｍ
と
す
る
。

泥
川
の
水
防
団
待
機
水
位(

通
報
水
位)

を
五
・
四
〇
ｍ
と
し
、
は
ん
濫
注
意
水
位(

警
戒
水
位)

を
六
・
一
〇
ｍ
と
す
る
。

杭
瀬
川
の｢

池
田
町
中
川
合
流
点
か
ら
大
垣
市
柳
原
橋(

市
境)

ま
で｣

の
区
域
の
市
橋
観
測
所

の
水
防
団
待
機
水
位(
通
報
水
位)

を
一
・
二
五
ｍ
と
し
、
は
ん
濫
注
意
水
位(

警
戒
水
位)

を
一
・

七
五
ｍ
と
す
る
。

杭
瀬
川
の｢

大
垣
市
柳
原
橋(
市
境)

か
ら
同
市
久
瀬
川
町
塩
田
橋
ま
で｣

の
区
域
の
塩
田
橋
観

測
所
に
お
け
る
水
防
団
待
機
水
位(
通
報
水
位)

を
四
・
三
〇
ｍ
と
し
、
は
ん
濫
注
意
水
位(

警
戒

水
位)

を
五
・
一
〇
ｍ
と
す
る
。

津
保
川
の｢

関
市
神
野(

旧
武
儀
町
境)
か
ら
同
市
肥
田
瀬
富
津
橋
ま
で｣

の
区
域
の
下
之
保
観

測
所
に
お
け
る
水
防
団
待
機
水
位(

通
報
水
位)
を
一
・
〇
〇
ｍ
と
し
、
は
ん
濫
注
意
水
位(

警
戒

水
位)

を
二
・
一
〇
ｍ
と
す
る
。

長
良
川
の｢

郡
上
市
吉
田
川
合
流
点
か
ら
亀
尾
島
川
合
流
点
ま
で｣

の
区
域
の
稲
成
観
測
所
に
お

け
る
水
防
団
待
機
水
位(

通
報
水
位)

を
二
・
〇
〇
ｍ
と
し
、
は
ん
濫
注
意
水
位(

警
戒
水
位)

を

三
・
〇
〇
ｍ
と
す
る
。

長
良
川
の｢

郡
上
市
亀
尾
島
川
合
流
点
か
ら
同
市
美
並
町
下
田
橋
合
流
点
ま
で｣

の
区
域
の
新
美

並
橋
観
測
所
に
お
け
る
水
防
団
待
機
水
位(

通
報
水
位)

を
二
・
六
〇
ｍ
と
し
、
は
ん
濫
注
意
水
位

(

警
戒
水
位)

を
三
・
八
〇
ｍ
と
す
る
。

長
良
川
の｢

郡
上
市
美
並
町
下
田
橋
か
ら
美
濃
市
板
取
川
合
流
点
ま
で｣

の
区
域
の
上
田
観
測
所

に
お
け
る
水
防
団
待
機
水
位(

通
報
水
位)

を
三
・
二
〇
ｍ
と
し
、
は
ん
濫
注
意
水
位(

警
戒
水
位)

を
五
・
二
〇
ｍ
と
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号

水
防
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号)

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
水
防
警

報
を
す
る
河
川
区
域
と
し
て
指
定
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

水
防
法
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
水
防
警
報
を
す
る
河
川
区
域
に
関
す
る
告
示(

平
成
十
七
年
岐
阜
県

告
示
第
六
百
四
十
二
号)

は
、
廃
止
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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庄
内
川

土
岐
川

中
津
川

阿
木
川

飛�
川

可
児
川

泥
川

杭
瀬
川

牧
田
川

左
岸

右
岸

左
岸

右
岸

左
岸

右
岸

左
岸

右
岸

左
岸

右
岸

左
岸

右
岸

左
岸

右
岸

左
岸

右
岸

左
岸

右
岸

左
岸

右
岸

瑞
浪
市
小
里
川
合
流
点
か
ら
土
岐
市
肥
田
町
三

共
橋
ま
で

瑞
浪
市
佐
々
良
木
川
合
流
点
か
ら
同
市
小
里
川

合
流
点
ま
で

中
津
川
市
尾
鳩
砂
防
え
ん
堤
か
ら
木
曾
川
合
流

点
ま
で

恵
那
市
向
島
用
水
え
ん
堤
か
ら
中
部
電
力
奥
戸

発
電
所
え
ん
堤
ま
で

下
呂
市
萩
原
町
山
之
口
川
合
流
点
か
ら
同
市
小

川
谷
合
流
点
ま
で

可
児
郡
御
嵩
町
津
橋
川
合
流
点
か
ら
木
曾
川
合

流
点
ま
で

垂
井
町
泥
川
上
橋
か
ら
相
川
合
流
点
ま
で

大
垣
市
柳
原
橋(

市
境)

か
ら
大
垣
市
久
瀬
川

町
塩
田
橋
ま
で

池
田
町
中
川
合
流
点
か
ら
大
垣
市
柳
原
橋(

市

境)

ま
で

大
垣
市
上
石
津
町
一
之
瀬
橋
か
ら
同
市
広
瀬
橋

ま
で

六
・
五

六
・
七

四
・
五

七
・
〇

一
六
・
五

一
八
・
六

五
・
二

六
・
一

二
・
三

三
・
五

社
会
福
祉
法
人
吉
田
会
老
人
保
健
施
設
養
老

の
郷

名
称

養
老
郡
養
老
町
押
越
700番

地
１

所
在

地

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
二
号

公
職
選
挙
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号)

第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た

の
で
、
そ
の
旨
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
六
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

遠

藤

久

子

指
定
す
る
施
設
の
名
称
等

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
届
出
書
等
は
平
成
十
九
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
部
商
業
流
通

課
及
び
東
濃
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
十
九
年
六
月
六
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
電
機

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ヤ
マ
ダ
電
機
テ
ッ
ク
ラ
ン
ド
瑞
浪
店

瑞
浪
市
土
岐
町
字
立
町
六
九
五
八
―
一

外

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
日

平
成
二
十
年
二
月
七
日

五

店
舗
面
積
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三
、
六
〇
四
平
方
メ
ー
ト
ル

六

駐
車
場
の
収
容
台
数

一
七
一
台

七

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

三
七
五
平
方
メ
ー
ト
ル

○
中
津
川
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

中
津
川
都
市
計
画
下
水
道

中
津
川
市
公
共
下
水
道

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
中
津
川
市
基
盤
整
備
部
都
市
整
備
課

○
中
津
川
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

中
津
川
都
市
計
画
道
路

八
・
七
・
一
号

赤
台
苗
木
線

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
中
津
川
市
基
盤
整
備
部
都
市
整
備
課

○
中
津
川
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

中
津
川
都
市
計
画
用
途
地
域

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
中
津
川
市
基
盤
整
備
部
都
市
整
備
課

○
中
津
川
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

中
津
川
都
市
計
画
再
開
発
等
促
進
区

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
中
津
川
市
基
盤
整
備
部
都
市
整
備
課
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平
成
十
九
年
六
月
二
十
六
日
印
刷

平
成
十
九
年
六
月
二
十
六
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


